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植
田

信
廣

教
授

著
作
目
録

著
書
・
翻
訳
書

碧
海
純
一
編
『
日
本
の
社
会
と
法
』

共
著
）

第
三
章
〜
第
五
章
を
執
筆

放
送
大
学
教
育
振
興
会

一
九
八
七
年

牧
英
正
・
藤
原
明
久
編
『
日
本
法
制
史
』

共
著
）

第
一
部
第
二
章
第
九
節
〜
第
三
章
を
執
筆

青
林
書
院

一
九
九
三
年

『
日
本
中
世
に
お
け
る
犯
罪
、
刑
罰
お
よ
び
刑
事
訴
訟
手
続
き
に
関
す
る
総
合
的
研
究
』

（
平
成
一
〇
〜
一
二
年
度
科
学
研
究
費
補
助
金
基
盤
研
究
（
Ｃ
）

研
究
代
表
者
‖
植
田
信
廣
）

研
究
成
果
報
告
書
）

二
〇
〇
一
年

武
樹
臣
著
╱
植
田
信
廣
訳
『
中
国
の
伝
統
法
文
化
』

翻
訳
）

九
州
大
学
出
版
会

二
〇
〇
三
年

『
日
本
中
世
に
お
け
る
裁
判
制
度
お
よ
び
裁
判
外
紛
争
処
理
手
続
き
に
関
す
る
総
合
的
研
究
』

（
平
成
一
三
〜
一
五
年
度
科
学
研
究
費
補
助
金
基
盤
研
究
（
Ｃ
）

研
究
代
表
者
‖
植
田
信
廣
）

研
究
成
果
報
告
書
）

二
〇
〇
四
年

浅
古
弘
・
伊
藤
孝
夫
・
植
田
信
廣
・
神
保
文
夫
編
『
日
本
法
制
史
』

共
著
）

第
一
部
第
二
編
第
二
章
〜
第
四
章
、
第
六
章
を
執
筆

青
林
書
院

二
〇
一
〇
年
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『
九
州
大
学
百
年
史
』
第
４
巻
‖
部
局
史
編
Ⅰ

第
５
編

法
学
府
・
法
学
部
・
法
学
研
究
院
（
法
文
学
部
）

h
ttp
: //ca

ta
lo
g
.lib

.k
y
u
sh
u
-u
.a
c.jp

/ja
/reco

rd
ID
/1462303?h

it ＝
2&
ca
ller ＝

x
c-sea

rch

）

冊
子
体
は
法
政
研
究
第
八
一
巻
四
号
と
し
て
刊
行
）

第
４
章
を
執
筆

九
州
大
学

二
〇
一
四
年

論
文

「
鎌
倉
幕
府
の
裁
判
に
お
け
る
『
不
論
理
非
』
の
論
理
を
め
ぐ
っ
て
」

（
法
制
史
研
究
二
八
号
）

一
九
七
九
年

「
中
世
前
期
の
『
無
縁
』
に
つ
い
て
｜
｜
日
本
に
お
け
る
『
自
由
と
保
護
』
の
問
題
に
よ
せ
て
」

（
国
家
学
会
雑
誌
第
九
六
巻
三
・
四
号
）

一
九
八
三
年

「『
名
字
を
籠
め
る
』
と
い
う
刑
罰
に
つ
い
て
｜
｜
『
大
乗
院
寺
社
雑
事
記
』
を
手
が
か
り
に
し
て
」

（
法
政
研
究
第
五
三
巻
一
号
）

一
九
八
六
年

「
中
世
後
期
の
奈
良
の
盗
人
検
断
に
つ
い
て
｜
｜
『
大
乗
院
寺
社
雑
事
記
』
を
手
が
か
り
に
し
て
」

（
法
政
研
究
第
五
五
巻
二
‖
四
号
）

一
九
八
九
年

「

中
国
の
法
と
社
会
」
に
関
す
る
断
想
」

（『
漢
字
圏
諸
国
に
お
け
る
法
律
用
語
の
国
際
的
比
較
研
究
（
昭
和
六
二
〜
平
成
元
年
度
国
際
学
術
研
究
）

研
究
代
表
者
‖
近
藤
昭
三
）
研
究
成
果
報
告
書
』）

一
九
九
〇
年

「
前
近
代
的
日
本
法
」

（
中
外
法
学
一
九
九
一
年
第
三
期
）

一
九
九
一
年

「
鎌
倉
幕
府
の

検
断

に
関
す
る
覚
え
書
き
（
一
）」

（
法
政
研
究
第
五
八
巻
四
号
）

一
九
九
二
年

「
鎌
倉
幕
府
の

検
断

に
関
す
る
覚
え
書
き
（
二
）」

（
法
政
研
究
第
五
九
巻
一
号
）

一
九
九
二
年
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「
鎌
倉
幕
府
の
殺
害
刃
傷
検
断
に
つ
い
て
」

（
石
井
紫
郎
先
生
還
暦
記
念
論
文
集
『
罪
と
罰
の
法
文
化
史
』

東
京
大
学
出
版
会
））

一
九
九
五
年

「
日
本
伝
統
法
律
文
化
及
其
歴
史
背
景
」

（
中
外
法
学
一
九
九
六
年
第
四
期
）

一
九
九
六
年

「(K
u
rzere A

b
h
a
n
d
lu
n
g
en
)
D
a
s R

ech
t d
es
,,k
en
k
a ry

o
seib

a
i“

」

（Z
eitsch

rift fu
r Ja

p
a
n
isch

es R
ech

t,
V
o
l.9 N

o
.18

）

二
〇
〇
四
年

「
日
本
中
世
の
喧
嘩
両
成
敗
法
に
つ
い
て
」

（
法
政
研
究
七
二
巻
二
号
）

二
〇
〇
五
年

「
関
于
日
本
中
世
的
〞
喧
嘩
両
成
敗
法
〝」

何
東
訳
）

（
何
勤
華
主
編
『
全
国
外
国
法
制
史
研
究
会
学
術
叢
書

多
元
的
法
律
文
化
』

北
京
、
法
律
出
版
社
））

二
〇
〇
七
年

「
討
論
（
小
路
田
泰
直
（
司
会
）
・
折
原
浩
・
水
林
彪
・
雀
部
幸
隆
・
植
田
信
廣
・
松
井
克
浩
・
小
関
素
明
・
大

久
保
徹
也
）」

小
路
田
泰
直
ほ
か
『
比
較
歴
史
社
会
学
へ
の
い
ざ
な
い
｜
｜
マ
ッ
ク
ス
・
ヴ
ェ
ー
バ
ー
を
知

の
交
流
点
と
し
て
』

勁
草
書
房
））

二
〇
〇
九
年

「
日
本
関
于
法
律
相
関
文
字
之
字
形
、
字
義
研
究
的
学
術
概
況
」

西
英
昭
と
共
著
）

（
河
北
法
学
二
〇
一
〇
年
第
一
〇
期
（
総
第
二
〇
四
期
））

二
〇
一
〇
年

翻
訳

「
武
樹
臣
著
「
歴
史
が
予
言
す
る
未
来
｜
｜
中
国
法
文
化
の
全
体
精
神
及
び
マ
ク
ロ
的
様
式
を
論
ず
」

（
法
政
研
究
第
六
〇
巻
一
号
）

一
九
九
三
年

「
武
樹
臣
著
「
中
国
の
伝
統
的
法
文
化
の
社
会
的
成
因
」」

（
法
政
研
究
第
六
二
巻
一
号
）

一
九
九
五
年

「

正
茂
著
「
西
洋
政
治
哲
学
と
中
国
近
代
社
会
の
発
展
」」

（
法
政
研
究
第
六
六
巻
一
号
）

一
九
九
九
年
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「

正
茂
著
「
比
較
法
学
研
究
の
理
論
的
諸
問
題
に
つ
い
て
」」

（『
ア
ジ
ア
太
平
洋
地
域
に
お
け
る
法
の
役
割
』
研
究
代
表
者
‖
吾
郷
真
一
・
平
成
一
〇
〜
一
二
年
度

科
学
研
究
費
補
助
金
研
究
成
果
報
告
書
）

二
〇
〇
一
年

書
評

「
中
世
日
本
の
法
と
国
制
を
め
ぐ
る
話
題
作

石
井
進
「
中
世
社
会
論
」」

（
創
文
第
一
六
五
号
）

一
九
七
七
年

「
大
山
喬
平
「
鎮
西
地
頭
の
成
敗
権
」」

（
法
制
史
研
究
第
二
九
号
）

一
九
八
〇
年

「
平
山
行
三
「
和
与
続
考
｜
｜
中
世
後
期
よ
り
近
世
に
至
る
和
解
制
度
」」

（
法
制
史
研
究
第
三
〇
号
）

一
九
八
一
年

「
松
尾
剛
次
「
中
世
非
人
に
関
す
る
一
考
察
｜
｜
西
大
寺
流
に
よ
る
非
人
支
配
」」

（
法
制
史
研
究
第
三
一
号
）

一
九
八
二
年

「
松
尾
剛
次
「
開
発
と
中
世
非
人
｜
｜
和
泉
国
日
根
野
村
絵
図
を
め
ぐ
っ
て
」」

（
法
制
史
研
究
第
三
三
号
）

一
九
八
四
年

「
網
野
善
彦
ほ
か
『
中
世
の
罪
と
罰
』」

（
日
本
歴
史
第
四
三
八
号
）

一
九
八
四
年

「
藤
原
良
章
「
鎌
倉
幕
府
の
庭
中
」」

（
法
制
史
研
究
第
三
四
号
）

一
九
八
五
年

「
笠
松
宏
至
『
法
と
言
葉
の
中
世
史
』」

（
国
家
学
会
雑
誌
第
九
八
巻
五
・
六
号
）

一
九
八
五
年

「
朝
尾
直
弘
ほ
か
編
『
負
担
と
贈
与
』

日
本
の
社
会
史
第
４
巻
）」

（
週
刊
読
書
人
第
一
六
七
三
号
）

一
九
八
七
年

「
丹
生
谷
哲
一
『
検
非
違
使
｜
｜
中
世
の
け
が
れ
と
権
力
』」

（
法
制
史
研
究
第
三
七
号
）

一
九
八
八
年

「
藤
木
久
志
『
戦
国
の
作
法
｜
｜
村
の
紛
争
解
決
』」

（
法
制
史
研
究
第
三
八
号
）

一
九
八
九
年

「
新
田
一
郎
『
日
本
中
世
の
社
会
と
法
｜
｜
国
制
史
的
変
容
』」

（
日
本
歴
史
第
五
八
八
号
）

一
九
九
七
年

「
辻
本
弘
明
『
中
世
武
家
法
の
史
的
構
造
』」

（
法
制
史
研
究
第
五
〇
号
）

二
〇
〇
一
年
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「
水
林
彪
ほ
か
編
『
法
社
会
史
』」

（
法
制
史
研
究
第
五
二
号
）

二
〇
〇
三
年

「
淸
水
克
行
『
日
本
神
判
史
｜
｜
盟
神
探
湯
・
湯
起
請
・
鉄
火
起
請
』」

（
法
制
史
研
究
第
六
一
号
）

二
〇
一
二
年

「
畠
山
亮
「
戦
国
期
に
お
け
る
喧
嘩
規
制
法
に
つ
い
て
｜
｜
戦
国
期
喧
嘩
両
成
敗
法
の
再
定
位
」」

（
法
制
史
研
究
第
六
三
号
）

二
〇
一
四
年

資
料
紹
介

「
東
京
大
学
法
学
部
法
制
史
資
料
室
所
蔵
三
鈷
寺
文
書
」

（
古
文
書
研
究
一
七
‖
一
八
号
）

一
九
八
一
年

「
九
大
（
法
）
保
管
の
『
民
事
判
決
原
本
』
史
料
に
つ
い
て
」

（
九
州
大
学
大
学
史
料
室
ニ
ュ
ー
ス

第
七
号
）

一
九
九
六
年

「
九
大
（
法
）
保
管
の
「
民
事
判
決
原
本
」
の
史
料
的
価
値
と
保
存
・
利
用
の
現
状

｜
｜
国
立
司
法
資
料
館
と
公
開
利
用
の
早
期
実
現
に
向
け
て
｜
｜
」

（
図
書
館
情
報
（
九
州
大
学
）
第
一
八
五
号
）

一
九
九
八
年

「
豆
田
区
裁
判
所
明
治
一
一
年
三
月
三
〇
日
裁
判
申
渡
書

地
所
売
渡
破
約
事
件

」

豆
田
区
裁
判
所
明
治
一
四
年
五
月
二
八
日
裁
判
言
渡

秣
場
差
縺
事
件

」

林
屋
礼
二
・
石
井
紫
郎
・
青
山
善
充
編
『
図
説

判
決
原
本
の
遺
産
』

（
信
山
社
）

一
九
九
八
年

「
部
門
の
概
要
｜
｜
法
制
資
料
部
門
」（

九
州
大
学
附
属
図
書
館
付
設
記
録
資
料
館
ニ
ュ
ー
ズ
レ
タ
ー
第
一
号
）

二
〇
〇
七
年
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事
項
解
説

「
白
状
」
「
引
付
沙
汰
」

（
国
史
大
辞
典
編
集
委
員
会
編
『
国
史
大
辞
典
』
第
一
一
巻
（
吉
川
弘
文
館
））

一
九
九
〇
年

「
謀
書
・
謀
判
」

（
国
史
大
辞
典
編
集
委
員
会
編
『
国
史
大
辞
典
』
第
一
二
巻
（
吉
川
弘
文
館
））

一
九
九
一
年

「
政
所
沙
汰
」

宮
崎
道
三
郎
」

無
縁
」

村
起
請
」

召
文
」

申
詞
」

問
注
」

問
注
記
」

問
注
所
」

問
注
所
沙
汰
」

問
注
所
執
事
」

問
注
所
執
事
代
」

問
状
」

（
国
史
大
辞
典
編
集
委
員
会
編
『
国
史
大
辞
典
』
第
一
三
巻
（
吉
川
弘
文
館
））

一
九
九
二
年

「
湯
起
請
」

連
坐
」

（
国
史
大
辞
典
編
集
委
員
会
編
『
国
史
大
辞
典
』
第
一
四
巻
（
吉
川
弘
文
館
））

一
九
九
三
年

「
ア
ジ
ー
ル
」

無
縁
所
」

（『
歴
史
学
事
典
９

法
と
秩
序
』

弘
文
堂
））

二
〇
〇
三
年

「
池
内
義
資
『
御
成
敗
式
目
の
研
究
』」

石
井
紫
郎
『
日
本
国
制
史
研
究
１
』」

新
田
一
郎
『
日
本
中
世
の
社
会
と
法
』」

（
黒
田
日
出
男
ほ
か
編
『
日
本
史
文
献
事
典
』

弘
文
堂
））

二
〇
〇
三
年

そ
の
他

「
新
任
教
官
五
氏
の
自
己
紹
介

中
世
社
会
の
権
力
解
明

植
田
信
廣
助
教
授
」

（
九
州
大
学
法
学
部
同
窓
会
報
第
九
号
）

一
九
八
四
年

「
私
の
目
に
映
っ
た
中
国
民
主
化
運
動
｜
｜
天
安
門
事
件
前
後
の
北
京
大
学
の
表
情
を
中
心
に
」

（
九
大
学
報
第
一
二
九
〇
号
）

一
九
九
〇
年
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「
教
官
活
動
報
告
書

植
田
信
廣

日
本
法
制
史
講
座

助
教
授
」

（『
教
官
活
動
報
告
書
』

九
州
大
学
法
学
部
））

一
九
九
一
年

「
花
よ
り
競
馬
｜
｜
私
の
場
合
」

（
法
政
研
究
別
冊

フ
ォ
ー
ラ
ム
第
七
号
）

一
九
九
一
年

「
中
国
語
外
書
購
読
ク
ラ
ス
訪
中
記

一
、
学
生
８
人
と
の
北
京
旅
行
か
ら
帰
っ
て
」

（
法
政
研
究
別
冊

フ
ォ
ー
ラ
ム
第
八
号
）

一
九
九
一
年

「
植
田
ゼ
ミ

一
〇
年
目
の
強
気
」

（
法
政
研
究
別
冊

フ
ォ
ー
ラ
ム
第
一
一
号
）

一
九
九
三
年

「
中
国
旅
行
・
留
学
と
法
」

（
法
学
教
室
第
一
七
三
号
）

一
九
九
五
年

「
日
本
（
中
世
）
２
（
１
９
９
５
年
の
歴
史
学
界
・
回
顧
と
展
望
）」

（
史
学
雑
誌
第
一
〇
五
巻
五
号
）

一
九
九
六
年

「

シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
）
大
学
教
育
と
法
律
実
務
家
養
成
・
第
一
回
‖
法
曹
養
成
の
将
来
と
大
学
╱
閉
会
の
挨
拶
」

シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
）
大
学
教
育
と
法
律
実
務
家
養
成
・
第
二
回
‖
法
律
実
務
家
へ
の
期
待
と
大
学
の
果
た
す
べ

き
役
割
╱
閉
会
の
挨
拶
」

シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
）
大
学
教
育
と
法
律
実
務
家
養
成
・
第
三
回
‖
日
米
に
お
け
る
大
学
・
大
学
院
教
育
と
法
律

実
務
家
養
成
╱
閉
会
の
挨
拶
」

（
法
政
研
究
第
六
六
巻
四
号
）

二
〇
〇
〇
年

「
入
学
試
験
と
大
学
」

（『
低
年
次
教
育
に
お
け
る
九
州
大
学
史
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
開
発
に
関
す
る
研
究
』
研
究
代
表
者
‖
新
谷
泰

明
・
平
成
10
〜
12
年
度
九
州
大
学
教
育
研
究
プ
ロ
グ
ラ
ム
・
研
究
拠
点
形
成
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
研
究
成
果
報
告

書
）

二
〇
〇
一
年

（
後
に
新
谷
恭
明
・
折
田
悦
郎
編
『
大
学
と
は
な
に
か
』

海
鳥
社
）

二
〇
〇
二
年
に
収
録
）
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「
来
年
４
月
、
ロ
ー
・
ス
ク
ー
ル
開
設

実
務
に
力
を
入
れ
た
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム

植
田
研
究
院
長
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
」

（
九
州
大
学
法
学
部
同
窓
会
報
第
二
八
号
）

二
〇
〇
三
年

「

学
部
長
メ
ッ
セ
ー
ジ
）
８
０
年
の
伝
統
を
誇
る
法
学
・
政
治
学
の
教
育
・
研
究
の
拠
点

人
間
性
・
社
会
性
・
国
際
性
・
専
門
性
に
秀
で
た
人
材
を
養
成
」

（『
全
国
大
学
法
学
部
の
総
合
的
研
究
』

蛍
雪
時
代
二
〇
〇
五
年
九
月
号
第
２
付
録
））

二
〇
〇
五
年

「
日
本
人
の
裁
判
へ
の
苦
手
意
識
は
ど
の
よ
う
に
し
て
生
ま
れ
た
の
か
」

鎌
倉
時
代
の
裁
判
は
ど
の
よ
う
に
行
わ
れ
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
」

（
夢
ナ
ビ
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
（h

ttp
: //y

u
m
en
a
v
i.in

fo
/

））

二
〇
一
二
年

＊
そ
の
他
毎
年
の
植
田
ゼ
ミ
論
文
集
『
×
群
（
ば
つ
ぐ
ん
）』

平
成
四
年
度
創
刊
号
（
一
九
九
三
年
）
よ
り
平
成
二
六
年
度
第
二
二
号

（
二
〇
一
五
年
三
月
刊
行
予
定
）
ま
で
）
毎
号
に
巻
頭
言
あ
り
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